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早稲田大学留学センター所長 黒田 一雄 殿

私は、２０１１年度早稲田大学派遣留学プログラム（以下、留学プログラムという。）に出願および参加する

にあたり、次の事項を誓約します。なお、誓約事項に反した場合は、早稲田大学派遣留学生の資格を取り消され

たり、早稲田大学のサポートを受けられないことになったりしても異議を申し立てません。

１．留学にかかる経費を渡航前に準備する必要があるので、事前に保証人等の経済的負担者の了解を得たうえで

出願すること。留学にかかる所定の費用（研修旅行代金等）を定められた期日までに支払うこと。

２．申込書類提出、申込金支払い完了後は早稲田大学（以下、本学という）が正当と認める以外辞退できないの

で、十分理解のうえ出願すること。

３．選考があるプログラムについては、書類選考や教職員との面談等を通して、派遣の是非が判断される場合が

あることを了承すること。本学の留学プログラム派遣者となった後も、派遣先機関等の事情によっては、受

入が許可されない場合もあることを了解すること。

４．派遣先機関が所在する国（地域）の治安・状況によっては、本学が留学プログラムの中止・延期または帰国

勧告を決定することがあるので、これらの事態等が生じることを理解し、本学の指示に速やかに応じること。

５．派遣留学の趣旨を十分理解し、派遣先機関等にて学業等に精励すること。参加する留学プログラムの定める

講座等を高い意識を持ってすべて履修すること。また、学業成績が派遣先機関の基準を下回る場合等は途中

帰国の措置をとることがあるので、これに従うこと。

６．留学に必要な諸手続き（派遣先機関等に提出する各種書類の作成、パスポートおよびビザの取得、本学の所

属学部・研究科における手続、留学費用の支払い、保険加入等）は事前に十分確認し、自らの責任において

行うこと。

７．留学に際して、出発から帰国までを保険期間とする本学指定の海外旅行保険への加入ならびに危機対処支援

サービス、海外用携帯電話レンタルサービスの登録を行うこと。また、本学指定の海外旅行保険に加入した

場合であっても、派遣先機関等から保険に加入することを求められた場合は、双方の保険に加入すること。

８．本学指定の海外旅行保険申込時、危機対処支援サービス、海外用携帯電話レンタルサービスの登録時、現地

到着後に届け出た学生本人および保証人の個人情報、ならびに渡航中の事故情報（以下、個人情報という）

について、留学センター、所属学部・研究科事務所、株式会社キャンパス保険センター、本学が指定する保

険会社、危機対処支援サービス、海外用携帯電話レンタルサービスを提供する会社、関係省庁および在外公

館が、事故時の対応、学生および保証人との連絡、留学プログラムの運営のために共有、利用することに同

意すること。また、留学センターが、個人情報を派遣先機関にプログラム運営管理目的のため提供すること

に同意すること。

８．留学に伴う渡航期間中は、滞在国の法令、派遣先機関等の規則および本学の諸規則を遵守するとともに、派

遣先機関等の指導教員、担当者等の指示に従い、滞在国の公序良俗にも反することのないよう注意すること。

９．本学の学生として、本人の自覚と責任において行動すること。また、留学に伴う渡航期間中、災害、暴動、

テロ、事故、疾病、犯罪などによる損害について、本学に一切責任を問わないこと。

10．帰国後は速やかに帰国報告書（アンケート）を提出すること。

11．留学に伴う渡航期間中は、留学プログラムまたは本学で定める居住先がある場合には、その居住先に滞在す

ること。ホームステイを伴うプログラムに申込む場合は、本誓約書裏面（または 2枚目）を必ず読み、理解

のうえ申込むこと。

12．留学期間終了後は、必ず帰国し、本学に復学すること。

13．派遣先機関等で取得した成績情報、生活面の情報などの個人情報を留学プログラムの運営のためにまたは学

生の安全を守るために本学が派遣先機関等から提供を受けることに同意すること。

14. 留学プログラム参加にあたり提出する申込書に記載した個人情報は、渡航・研修諸手続きの目的のため、本

学から短期留学プログラムの取扱旅行会社へ提供されることに同意すること。

15. 本学は、今回提出いただいた個人情報を利用して、早稲田大学が主催するイベント等の案内や、短期プログ

ラム説明会へ体験者としての出席依頼などの連絡をする場合があることを了承すること。

申込プログラム名

年 月 日

学部・研究科 学籍番号

学生氏名 印

保証人は、上記に同意し、学生本人が上記誓約事項を遵守することを保証します。

年 月 日

保証人氏名 印

（保証人直筆のこと。印影は学生とは別個のものを使用してください。）

短期用



大学派遣留学プログラム誓約書（裏面）

ホームステイを伴うプログラムにお申込される学生、保証人の皆様へ

以下をご一読、ご理解のうえお申込みください。

１．ホストファミリーの家庭環境は必ずしも同様ではありません。ホストファミリーのライフスタイルや家族構

成（ご夫婦が高齢の場合、母子家庭、小さなお子様がいる家庭、同世代の異性のお子様がいる家庭、共働き

の家庭、一人暮らしの方等）、人種、食事（ホストファミリーの手作り、冷凍食品、参加者自身での自炊等）、

ペットの有無、設備、派遣先研修機関までの通学距離等、滞在する家庭によって異なります。

２．ホームステイ申込書等に、希望の家庭環境（子どもやペットの有無等）について記述できる場合があります

が、必ずしも希望どおりになるわけではありません。

３．他の日本人や、同じプログラムに参加する早稲田大学の学生と同じホームステイ先になることもあります。

また、他の国からの学生と同じホームステイ先になることもあります。

４．「ゲスト（お客様）」として滞在するわけではありませんので、滞在中はハウスルール（家庭内の規則）を尊

重して行動してください。

５．滞在先を出発前・プログラム参加中に変更することはできません。ただし、受け入れるホストファミリーの

諸事情（急用、病気等）によりホームステイ先が出発前、プログラム参加中に現地手配側により変更される

場合があります。

以 上


